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今週のことば

ＯＤＲ （オンライン紛争解決）

オンライン上で行う裁判外紛争解決手続

（ＡＤＲ）で、法務省は実証事業「ＯＮＥ」

を今月から実施。金銭のトラブルを対象に

相談から解決までオンラインで提供する｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ９／１１(月) 先負　源泉所得税の納付期限、米国同時テロから２２年

 　　１２(火) 仏滅

 　　１３(水) 大安

 　　１４(木) 赤口

 　　１５(金) 友引　旧暦８月１日、老人週間

 　　１６(土) 先負　レスリング世界選手権（セルビア）

 　　１７(日) 仏滅

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 9/ 4(月) 32,939 △228   146.40 ▼0.99

    5(火) 33,037 △ 98   146.90 ▼0.50

    6(水) 33,241 △204   147.37 ▼0.47

    7(木) 32,991 ▼250   147.43 ▼0.06

    8(金) 32,607 ▼384   147.38 △0.05

インボイス発行事業者が確認しておきたい事項

　いよいよ来月からインボイス制度が開始となりま

す。インボイス発行事業者となる方は、次のような

点を確認しておきましょう。

◆売手の確認事項

◎取引先に交付する請求書等を確認……インボイス

として必要な記載事項（登録番号や適用税率、税率

ごとの消費税額等）を満たしているかを確認します

（複数の書類で記載事項を満たすことも可能）。

◎交付したインボイスの写しの保存……写しはコピ

ーに限らず、電子データや一覧表形式、ジャーナル、

複写式の控えなども認められます。

◎少額な返還インボイスの交付義務免除……税込１

万円未満の値引き等である場合には返還インボイス

の交付義務が免除されます（全事業者が対象）。

◆買手の確認事項

◎受領したインボイス等の保存・管理……受領した

請求書等は登録番号の有無で区分して管理します。

また、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置

（８０％・５０％控除）の適用を受けるには、区分記

載請求書の保存が必要です。

◎インボイス保存が不要な取引……＊税込３万円未

満の公共交通機関による旅客の運送などインボイス

の交付義務が免除されている取引、＊従業員等に支

給する通常必要と認められる出張旅費等、＊中小事

業者による税込１万円未満の取引（少額特例）、な

どは帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

◎簡易課税制度や２割特例の適用……簡易課税制度

や２割特例（免税事業者からインボイス発行事業者

になった方の納税額を売上税額の２割とする措置）を

適用する場合、インボイスの保存は不要です。

■ この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５３４

１０月からのステルスマーケティング規制

　事業者による広告であるにもかかわらず、消費

者に広告であることを隠して第三者の感想等であ

ると誤認させる「ステルスマーケティング」は、

本年１０月から景品表示法の不当表示に指定され

違反行為になります。

　これにより、事業者の広告（インフルエンサー

等の第三者に依頼・指示するものも含む）であっ

て、一般消費者から見て、事業者の広告であるこ

とが不明瞭で分からないものは規制されます。

　なお、規制の対象となるのは商品・サービスを

供給する事業者（広告主）であり、事業者から広

告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第

三者は規制の対象外となります。

令和４年度における国税の滞納状況

　国税庁が公表した「令和４年度租税滞納状況」

によると、令和４年度における国税の新規発生滞

納額は７１９６億円となり、税目別にみると消費税

が全体の約５割（３６３０億円）を占めています。

　一方、滞納整理された額は７１０４億円で、新規

発生滞納額を下回ったことから、国税の滞納残高

は８９４９億円となり３年連続で増加しました。

　なお、税金を滞納すると延滞税が課せられるほ

か、財産の差押えや換価といった滞納処分が行わ

れる場合があります。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５３４                    ２０２３．９．１１ 

インボイス発行事業者が確認しておきたい主な事項 

 令和 5 年 10 月 1 日から始まるインボイス制度では、インボイス発行事業者である売手は取引

の相手方（課税事業者）からの求めに応じてインボイス（適格請求書）を交付する義務が課され、

買手は仕入税額控除の要件として原則、インボイス等の保存が必要となります。 

◆売手が確認しておきたい主な事項 

◎取引先に交付する書類等を確認 

・インボイスに必要な記載事項は、①発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、②課税資産の譲渡

等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象

資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨）、④課税資産の譲

渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率、⑤税率ごとに区分

した消費税額等、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称、です。取引先に交付する請求書等

がインボイスに必要な記載事項を満たしているかどうか確認します。 

・相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。 

・消費税額に 1 円未満の端数が生じた場合「1 のインボイス当たり税率ごとに 1 回」端数処理を

行います。 

・売上先が作成する「仕入明細書」「支払通知書」などにより支払いを受けている場合、売上先は、

これらの書類により仕入税額控除を適用することもできます。この場合、売上先にインボイスの交

付は不要です。 

◎インボイスの写しの保存方法 

・交付したインボイスの写しは、交付した日を含む課税期間についての消費税の申告期限から 7 年

間保存する必要があり、写しは交付した書類そのもののコピーに限らず、その記載事項が確認でき

る程度の記載がされているもの（レジのジャーナル、一覧表、明細表など）であっても構いません。 

◎少額な返還インボイスの交付義務免除 

・値引き・返品・割戻しといった売上げに係る対価の返還等が行われた場合には、返還インボイス

を交付しなければなりませんが、税込 1 万円未満の値引きや返品等については、返還インボイスを

交付する必要はありません。振込手数料分を値引き処理する場合も対象となります。 

・この措置は全てのインボイス発行事業者が対象となり、適用期限のない恒久的な措置となります。 

◆買手が確認しておきたい主な事項 

◎簡易課税制度や 2 割特例を適用するかを確認 

・簡易課税制度や 2 割特例※を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要です。 

※免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に消費税の納税額を売上税額の 2 割とする措置

で、適用期間は令和 5 年 10 月 1 日～8 年 9 月 30 日までの日の属する各課税期間。 

◎インボイスの保存が不要な取引 

・原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となりますが、インボイスの交付義務が免除

されている取引（＊3 万円未満の公共交通機関による旅客の運送、＊3 万円未満の自動販売機及び

自動サービス機からの商品購入等、＊郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービスなど）や、

従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等（出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当）は、

一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。 

・一定規模以下の事業者※は、税込１万円未満の取引について帳簿のみの保存で仕入税額控除を認

める措置（少額特例）があり、令和 5 年 10 月 1 日～令和 11 年 9 月 30 日までの間に行う課税

仕入れについて適用できます。 

※基準期間（前々年度）における課税売上が 1 億円以下、又は特定期間（前年度の上半期）の課税

売上が 5 千万円以下の事業者。 

◎受領した請求書等の保存・管理 

・請求書等を受領した際は登録番号の有無で区分して管理できるようにします。 

・免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置※の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必

要です。また、帳簿には通常の記載事項に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記

載（例えば「80％控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」など）が必要となります。 

※免税事業者等からの課税仕入れであっても、令和 5 年 10 月 1 日～令和 8 年 9 月 30 日までは

仕入税額相当額の 80％控除、令和 8 年 10 月 1 日～令和 11 年 9 月 30 日までは仕入税額相当

額の 50％控除を仕入税額とみなして控除できます。 


